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答 申 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した生活保護法（以下「法」

という。）に基づく保護変更決定処分の取消しを求める審査請求について、

審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、○○福祉事務所長（以下「処分庁」という。）

が請求人に対して、令和５年９月２０日付けの保護変更決定通知書に

より行った、一時扶助として医療移送費３００円を支給する旨の保護

変更決定処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求

めるものである。  

 

第３ 請求人の主張の要旨 

請求人は、おおむね次のことから、本件処分は違法・不当であると

主張している。  

１ 令和５年８月１０日の経路 

請求人は、○○病院を１５時３４分に受診し、会計処理を待つ時間

がなかったので、検査の予約をしていた○○へ１６時５６分に行った、

検査終了後に○○病院に戻って１８時８分に会計を済ませた。したが

って、この日の通院経路は、自宅～○○（６７０円）――→○○～○

○～○○（１５０円×２＝３００円）――→自宅（６７０円）である。 

処分庁は「２度目の受診がなく」と主張するが、請求人は、元々受

診ではなく会計のために向かったと述べている。そして、これは交通

費申請書を会計時に受け取るために必要な行為である。  

２ 令和５年８月１８日の経路 

請求人は、○○病院を受診した後に、○○病院へ行って受診を済ま

せた後、歯ブラシを買いに○○病院に戻ってから帰宅した。したがっ

て、この日の通院経路は、自宅～○○（６７０円）――→○○～○○

～○○（１５０円×２＝３００円）――→自宅（６７０円）である。 
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処分庁は、当該区間の実績がない旨主張するが、請求人は、○○病

院受診後に○○病院を受診している。また、○○病院で購入した歯ブ

ラシは、市中の薬局にない医療用歯ブラシで医者に購入するよう言わ

れていたものである。  

 

第４ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定

を適用して、棄却すべきである。 

 

第５ 調査審議の経過 

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

令和 ６年１１月１１日 諮問 

令和 ７年 １月２４日 審議（第９６回第２部会） 

令和 ７年 ２月２５日 審議（第９７回第２部会） 

 

第６ 審査会の判断の理由 

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。 

１ 法令等の定め   

⑴ 保護の補足性・基準 

法４条１項は、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用

することを要件として行われるとし、法８条１項は、保護は、厚生労

働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのう

ち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度

において行うものとするとしている。これを踏まえ、保護費は、厚生

労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」（昭和３８年４月

１日厚生省告示第１５８号。以下「保護基準」という。）に従って、

要保護者各々について具体的に決定される。 

⑵ 保護の種類及び医療移送費 

法１１条１項は、保護の種類として、医療扶助等を規定している。 

このうち医療扶助について、法１５条は、医療扶助は、困窮のため
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最低限度の生活を維持することのできない者に対して、同条各号に掲

げる事項の範囲内において行われるとし、その事項の１つとして、

「移送」（同条６号）を挙げている。 

そして、保護基準別表第４・医療扶助基準４によれば、移送費は、

「移送に必要な最小限度の額」とされている。 

⑶ 医療に係る移送についての給付   

地方自治法２４５条の９第１項及び３項の規定に基づく法の処理基

準である「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６

年９月３０日社発第７２７号厚生省社会局長通知）第３・９・⑴は、

その給付方針として、移送の給付については、個別にその内容を審査

し、同・⑵に掲げる範囲の移送について給付を行うものとするとして

いる。また、給付については、療養に必要な最小限度の日数に限り、

傷病等の状態に応じて経済的かつ合理的な経路及び交通手段によって

行うものであることとしている。 

同・⑵が定める給付の範囲としては、同・アに、「医療機関に電

車・バス等により受診する場合で、当該受診に係る交通費が必要な場

合」を挙げる。 

⑷ 申請による保護の変更 

 法２４条３項は、保護の実施機関は、保護の開始の申請があったと

きは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書

面をもって、これを通知しなければならないとし、同条４項は、その

書面には、決定の理由を付さなければならないとしている。 

そして、同条９項は、同条１項から７項までの規定は、保護の変更

の申請について準用するとしている。 

２ 本件処分についての検討 

これを本件についてみると、処分庁は、本件各申請のうち、令和５

年８月１０日における○○病院及び○○の経路について、本件各回答

書から、請求人が○○病院を受診後に○○を受診したものとして、別

件処分において○○病院の同日の医療移送費を支給していたことから

（○○⇔○○１８０円×２＝３６０円）、○○病院から○○に行く経路

（○○⇒○○１５０円）のみの医療移送費を支給したことが認められ

る（○○から○○までの交通費は片道１８０円であり、別件処分にお

いて○○から○○までの医療移送費として支給済みの額と同額であ

る。）。 
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同様に、同月１８日における○○病院及び○○病院の経路について

も、本件各回答書から、請求人が○○病院を受診後に○○病院を受診

したものとして、別件処分において○○病院の同日の医療移送費を支

給していたことから、○○病院から○○病院に行く経路（○○⇒○○

１５０円）のみの医療移送費を支給したことが認められる（○○から

○○までの交通費は片道１８０円であり、別件処分において○○から

○○までの医療移送費として支給済みの額と同額である。）。 

医療移送費については、医療機関に電車・バス等により受診する場

合で、当該受診に係る交通費が必要な場合とされていることからすれ

ば（上記１・⑶）、処分庁の上記判断に不合理な点は認められない。 

以上によれば、本件処分は、上記１の法令等の定めに則った適正な

ものということができ、違法又は不当な点は認められない。 

３ 請求人の主張についての検討 

⑴ 請求人は、第３・１のとおり、令和５年８月１０日は、○○病院

受診後、会計処理を待つ時間がなかったので、○○へ検査に行き、

検査終了後に○○病院に戻って会計を済ませた、これは交通費申請

書を会計時に受け取るために必要な行為である旨を主張する。 

しかし、医療移送費は、医療機関に電車等により受診する場合で、

当該受診に係る交通費が必要な場合とされているところ（１・⑶）、

請求人が主張するような○○病院に戻ったことを確認できる資料がな

いことに加え、仮に○○病院に戻ったとしても、会計のみで受診しな

かったとの主張からすれば、当該経路について医療移送費を認めなか

った処分庁の判断に違法又は不当な点があるということはできない。 

⑵ 請求人は、第３・２のとおり、令和５年８月１８日は、○○病院

と○○病院を受診後、歯ブラシを買いに○○病院に戻ってから帰宅

した、当該歯ブラシは市中の薬局にない医療用歯ブラシで医者に購

入するよう言われていた旨主張する。 

しかし、上記⑴と同様、○○病院に戻ったことを確認できる資料が

ないことに加え、仮に○○病院に戻ったとしても、歯ブラシの購入の

みで受診しなかったとの主張からすれば、当該経路について医療移送

費を認めなかった処分庁の判断に違法又は不当な点があるということ

はできない。 

⑶ 以上によれば、請求人の主張はいずれも採用することはできない。 

４ 請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討 
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その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。 

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申を行った委員の氏名） 

 後藤眞理子、筑紫圭一、中村知己 

 


